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は じ め に 

 

武蔵村山市では、協働のまちづくりを進めるため、平成 17 年度に『武蔵村山市市民活動

団体との協働に関する指針』を策定し、協働の基本的な考え方や方向性が示されました。

そして、平成 18 年度には協働事業を進めるための手引として『武蔵村山市市民協働推進マ

ニュアル－パートナーシップのまちづくりをめざして－』が策定されました。 

指針に掲げる市民協働の基本的考え方を具体的に実現するための第一歩として、平成 20

年度に「武蔵村山市市民協働まちづくり研究会」を設置し、その成果を『武蔵村山市市民

協働まちづくり研究会報告書』にまとめ、研究会で抽出した諸課題を具体的に検討するた

めに平成 21 年度に「武蔵村山市市民協働推進会議」が設置されました。 

この「協働事業提案制度」は、平成 22 年 3 月の市民協働推進会議からの報告を受け、武

蔵村山市で事業の実施に向けた検討を行い、平成 23 年度に創設された制度です。この制度

により平成 23 年度には 3 団体が、平成 24 年度には 5 団体が協働事業として採択され、そ

れぞれその翌年度に事業が実施されています。 

 これまで、「公共」に関わる多くの領域については、行政がその必要性を判断し事業を行

うという手法が基本的に踏襲されてきました。しかし、社会経済情勢の変化に伴い住民ニ

ーズが多様化し、複雑化した地域課題を解決するためには、これまでの行政主導ではなく、

新しい公共の在り方を創造していくことが求められています。つまり、地域が抱える様々

な課題を市民と行政が協力し合うことによって解決する「協働のまちづくり」の視点が不

可欠です。 

 「協働事業提案制度」は、このような考えに基づき、地域の市民活動団体の専門性や柔

軟性をいかした提案を基に、提案団体と市が協働して地域の課題、社会的課題の解決に取

り組むものです。 

 地域における様々な課題の中には、市民や地域で活動されている団体だからこそ見えて

くるものもあると同時に、行政だけでは対応が困難な場合もあります。市政への市民参加

を促進し市民による地域の課題、社会的課題の解決につなげ、暮らしやすい武蔵村山市の

実現のために、この「協働事業提案制度」が、これからも重要な役割を果たしていくもの

と考えます。 

 

 

 

 

 

                      平成２５年１１月 
 

武蔵村山市市民協働推進会議 
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１ 協働事業提案制度の目的と概要 

 

平成23年度に創設された「武蔵村山市協働事業提案制度」は、市民活動団体（武蔵村

山市内を主な活動範囲とする特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治会その他自

主的に社会貢献活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る)を行う

団体）の専門性や柔軟性等をいかした事業の提案を募集することにより、市政への市民

参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解決につなげ、暮ら

しやすい地域社会の形成を目指す制度です。 

本制度の実施要綱に基づき、「協働型事業部門」（事業の目的を市と共有するとともに、

市との役割分担、経費負担等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価ま

で一貫して市と連携を図り市と協働して行う）と「団体育成型部門」（将来の協働型事業

の実施を目指す市民活動団体の育成を目的とする）の２つの区分に分けて事業提案を募

集しました。 

「協働型事業部門」は１事業当たり対象となる経費の１００万円を限度として、また、

「団体育成型部門」は１事業当たり対象となる経費の３０万円を限度として「武蔵村山

市協働事業提案制度実施事業補助金」が交付されます。 

提案が採択された事業については、採択優先順位順に市の予算の範囲内で補助金が交

付され、市の関係する所管課と連携を図りながら実施することになります。 

なお、補助金の交付を受けた市民活動団体は、事業実施年度の翌年度に事業の評価を

受けることになります。 

 

２ 選考に至る経過 

 

平成２５年度武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の選考過程は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 ●平成２５年度武蔵村山市協働事業提案制度の周知 
・市のホームページ「市民協働・男女共同参画」に掲載（7月 1日から） 

  ・市報（7/1 号）に掲載 

  ・市内公共施設に募集要項及び募集チラシの設置 

     市政情報コーナー/情報館えのき/緑が丘出張所/緑が丘ふれあいセンター/ 

ボランティアセンター/各地区会館 

 

●提案の募集 
・募集期間 平成 25 年 7 月 16 日(火)から 8月 16 日(金)まで 

  ・提案件数 8 件 
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３ 審査基準 

平成 25 年度の審査は、武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業審査要領（以下「審査

要領」という。）に基づき行われました。 

●市民協働推進会議の開催 

  ・提案事業の採択の適否を審査するため、市民協働推進会議を開催 

回 開催日 内        容 

第 1 回 
平成 25 年 

4 月 22 日 

平成 24 年度武蔵村山市協働事業提案制度実施事業報告会及び評 

価等について 

◆平成 24年度事業実施団体からの報告を受け、各事業について評

価を行った。 

第 2回 
平成 25 年 

6 月 6 日 

平成25年度の協働事業提案制度の事業計画及び市民協働推進会議

の開催予定について/協働事業提案制度実施要綱について/協働事

業提案制度募集要項について 

◆事業計画、実施要綱、募集要項等について確認及び修正を行っ

た。 

第 3回 
平成 25 年 

9 月 12 日 

協働事業提案制度における提案事業審査要領の改正について/協

働事業提案制度提案事業の一次審査について 

◆審査要領について協議し、決定した。 

◆第一次審査(書類選考)を実施し、全ての提案団体（8団体）が審

査を通過した。 

第 4回 
平成 25 年 

10 月 3 日 

提案団体による企画発表（プレゼンテーション及び質疑応答） 

3 団体 

◆第一次審査(書類選考)を通過した 8団体のうち 3団体の提案に

ついて第二次審査として提案者がプレゼンテーションにより事業

内容を説明し、その後、推進会議委員との質疑応答を行った。     

・プレゼンテーション時間：1団体 20 分以内 

・質疑応答時間：１団体 20 分程度 

第 5回 
平成 25 年 

10 月 7 日 

提案団体による企画発表（プレゼンテーション及び質疑応答） 

3 団体 

◆第一次審査(書類選考)を通過した 8団体のうち 3団体の提案に

ついて第二次審査として提案者がプレゼンテーションにより事業

内容を説明し、その後、推進会議委員との質疑応答を行った。     

・プレゼンテーション時間：1団体 20 分以内 

・質疑応答時間：１団体 20 分程度 

第 6回 
平成 25 年 

10 月 24 日 

提案団体による企画発表（プレゼンテーション及び質疑応答） 

2 団体 

◆第一次審査(書類選考)を通過した 8団体のうち 2団体の提案に

ついて第二次審査として提案者がプレゼンテーションにより事業

内容を説明し、その後、推進会議委員との質疑応答を行った。     

・プレゼンテーション時間：1団体 20 分以内 

・質疑応答時間：１団体 20 分程度 

◆採択順位、採択（不採択）を決定し、その理由等について協議

した。 
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第一次審査では、提案団体から提出された応募書類の記載事項について、審査要領に

基づき、各審査委員が評価した点数を合計して得た点数（以下「評価点数」という。）が

満点合計の 5割以上となる事業が第二次審査を実施する提案事業として選定しました。   

また、第二次審査では第一次審査により選定された提案事業について、提案団体によ

るプレゼンテーション及び質疑応答の内容を、審査要領に基づき審査しました。その結

果、評価点数が満点合計の6割以上となる事業を採択する協働事業として決定しました。  

ただし、第二次審査において評価点数が満点合計の 6 割未満となる事業であっても、

審査委員の過半数が推薦する事業については、採択する事業として決定しました。 

 

４ 平成２５年度協働事業提案制度の募集内容 
   ※協働事業提案制度による提案事業募集のチラシから抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 武蔵村山市の『協働事業提案制度』では、市民活動団体の専門性や柔軟性等を活かした事業の提

案を募集することにより、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的

課題等の解決につなげ、暮らしやすい地域社会の形成を目指していきます。 

 『協働型事業部門』と『団体育成型部門』の２つの区分に分けて、事業の提案を募集します。 

 提案が採択された事業については、採択優先順位順に市の予算の範囲内で補助金が交付されます。

なお、補助金の交付を受けた市民活動団体は、市の関係する所管課と連携を図りながら事業を推 

進していくことになります。 

  ＊市民活動団体とは・・・武蔵村山市内を主な活動範囲とする特定非営利活動法人・ボランティア団体・自治会  

その他自主的に社会貢献活動(当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る)を行う

団体 

協働事業提案書の提出 

市民協働推進会議での 
第二次審査 

(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ及び質疑応答) 

7 月１６日～ 募集要項に定める応募に必要な書類の提出。 

８月１６日  協働型事業の場合は、関係する市の担当課と事前調整をしておく必 

要があります。 

１０月予定  市民協働推進会議において提案事業の審査を行います。 

  提案事業の採択について市民協働推進会議の審査結果を、市長へ 

１１月予定  報告します。 

市民協働推進会議における 

提案事業の審査 

市民協働推進会議から 

市長への審査結果報告 

 市民協働推進会議の場で、提案団体に公開プレゼンテーションを 

１０月予定  行っていただきます。（市の担当課も同席します。） 

 

市民協働推進会議での 
第一次審査（書類選考） 

   市民協働推進会議で書類選考をします。この審査で採択された事業 

９月１２日 が、第二次審査を受けることになります。 



 

- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益的な事業であって、  

① 地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業 

② 市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業 

③ 人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業   

④ 単年度で完結する事業であるときは、継続して複数回実施することが見込める事業 

採択事業の市長決定 

 

 

 

 

書類選考 

 

事業の実施準備 

 

 

 

 

書類選考 

 

市民協働推進会議からの報告・意見を聴いて、提案された協働事業 

１１月予定  事業の採択について市長が決定をし、結果を提案者に通知します。 

    事業採択の決定通知を受けた提案団体は、市の担当課と協議し、事 

１１月～３月 業計画の再精査を行います（市の担当課は、予算要求を行います。）。 

       市議会の予算議決を受け、平成 2６年度に事業実施となります。 

３月下旬  採択事業は、ホームページで公表します。 

     事業完了後は事業結果報告書の提出、事業報告会の開催を経て事業 

評価を受け、次の提案へとつなげていきます。 

 

 

 

 

協働型事業の実施を目指す市民活動団体が単独で企画し、実施する事業部門です。 

将来的に協働型事業部門への提案を目指している団体の企画力、事業遂行能力など基礎的な力を高

めるための事業が対象になります。 

１事業当たり対象となる経費の３０万円を上限として補助金を交付します。 

団 体 育成 型事業 部 門  
 

 

市民活動団体が市と目的を共有するとともに、市との役割分担、経費負担等について、企画立案

から事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図る事業部門です。 

市と協働して事業を行うことを前提として、その専門性、柔軟性等をいかして実施する事業であ

って、企画力、事業遂行能力、調整力などについて一定の能力を有する団体が、地域の課題、社会

的課題等の解決につながる事業を提案できます。原則として、単発のイベント類ではなく事業の継

続性や発展性があり、市の事業として定着することができるような提案を期待しています。 

１事業当たり対象となる経費の１００万円を上限として補助金を交付します。 

協 働 型 事 業 部 門  
 

 

結果の公表(ホームページ) 

 

 

 

 

書類選考 

 

協働事業の実施・完了・評価 
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であり、次の４つのいずれかに該当する事業 

① 市民の地域活動への参画が促進される事業 

② 市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期

待できる事業 

③ 市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業 

④ 協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 平成２５年度提案事業の審査結果及び理由 

  

平成２５年度提案事業の審査結果は、以下のとおりです。提案が採択された事業につ

いては、採択優先順位順に市の予算の範囲内で補助金が交付され、市の関係する所管課

と連携を図りながら実施することになります。 

 提案事業の内容については、「６ 平成２５年度提案事業内容」を参照してください。 

 

受付

番号 

事業 

部門 

提 案 事 業 名 審 査 経 過 
審 査 結 果 

採択

順位 提 案 団 体 名 第一次審査 第二次審査 

７ 

 

協働型 

ひろげよう！子育て支援の輪プロジェ

クト（仮） 通 過 実 施 
採択と 

すべき事業 
１位 

いつひよファミリー～With 石田倫依 

理    由 

 市内で子育て支援を実施している施設は、子ども家庭支援センター以外には存在しないため、

子育て支援の環境が不足している状況であると考えます。そのような現状を踏まえると、児童館

の稼働率が低い午前中を活用した本事業は、地域の子育て支援の場の拡大につながると考えま

す。 

また、本事業を実施することにより、子ども家庭支援センターを知らない市民や活用しにくい

環境に置かれている市民に対しての支援が図られるとともに、児童館の稼働率向上も期待できま

す。 

 本事業の効果を最大限に引き出すためにも、子ども家庭支援センター及び児童館と密に連携を

図りながら事業を展開していくよう努めてください。 

① 同一の市民活動団体が３年度にわたって実施してき

た協働事業と同一と認められる事業 

② 営利のみを目的とした事業 

③ 特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業 

④ 学術的な研究のみを目的とした事業 

⑤ 調査のみを目的とした事業 

⑥ 武蔵村山市内の特定の地域住民だけによる事業 

⑦ 交流又は親睦のみを目的とした事業 

⑧ 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

⑨ 公の秩序又は善良の風俗に反する事業 
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３ 

協働型 

ちびっ子名人育成プロジェクト 

通 過 実 施 
採択と 

すべき事業 
２位 特定非営利活動法人むさしむらやま子

ども劇場 

理    由 

 本事業は協働型事業として３年目を迎え、放課後子ども教室を実施している６校のうち、既に

４校で実施されました。「こま」と「けん玉」などの昔遊びの楽しさや、様々な技を習得するこ

とで得られる達成感などを子どもたちに感じてもらうことにより、参加者や学校等の関係者から

一定の評価を得ています。 

しかし、事業の対象者を放課後子ども教室の登録児童のみと限定しているので、当該教室に登

録していない児童も広く参加できるような手法についても検討してください。 

 また、補助金を活用せずに、今後どのように継続させていくかが最大の課題であるため、本事

業を実施していきながら、協働所管課、関係団体等と調整し、事業を継続していくことのできる

仕組みの構築に努めてください。 

５ 

協働型 

高齢者いきいき講座 

通 過 実 施 
採択と 

すべき事業 
３位 特定非営利活動法人シニアメイトサー

ビス 

理    由 

 高齢化社会を迎え、自宅に引きこもる高齢者の方々が増えていることにより、孤独死などが社

会問題化しており、そのような問題を少しでも防ぐためには、高齢者の方々が地域や人とのつな

がりを持つことが必要不可欠であると考えます。本事業は高齢者を取り巻く社会的問題に着目

し、市内の交通が不便な地域に出向く講座を開催するほか、コミュニティカフェにおいて高齢者

向け講座を開催し、自宅に引き籠もりがちな高齢者を自ら進んで地域に関わるようにする企画内

容は評価できます。 

 しかし、コミュニティカフェで開催する高齢者向け講座が月３回である一方で、出前講座の回

数が年３回であるため、地域と関わる機会が少なく、参加者同士のつながりが出来にくいと感じ

ます。 

 以上のことを踏まえ、出前講座の回数を増やし、少しでも多くの高齢者がいきがいや楽しみを

見いだしていただけることを望みます。 

８ 

団体 

育成型 

小学生への花育と豊かな環境作り 
通 過 実 施 

採択と 

すべき事業 
４位 

グラシオス プラント パートナー 

理    由 

 本事業は団体育成型事業として３年目を迎え、１年目で課題となっていた事項を２年目で解決

するなど、団体の事業遂行能力等が向上していることが見受けられます。 

 団体としての力をより一層向上させるためには、自己財源の確保が必要不可欠です。本事業以

外での活動の場において、団体への協力者が多数見受けられることから、そのような協力者に入

会していただくなど団体の会員数を増やし、自己財源の確保に努め、事業の展開を図るよう期待

します。 

なお、１年目及び２年目に事業を実施した学校には定期的に足を運び、花育が継続的に実施さ

れているか把握してください。 
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２ 

協働型 

ハンドボールトップアスリート等派遣

指導事業 通 過 実 施 
採択と 

すべき事業 
５位 

武蔵村山市ハンドボール協会 

理    由 

今年度、本市で開催した国体競技はハンドボールであり、開催期間中は多くの来場者と選手が

本市を訪れ、多くの感動を生みました。また、国体開催に向けて市が前面に「ハンドボールのま

ち武蔵村山市」となるようＰＲしてきた経緯を踏まえると、ハンドボールという競技を活用し、

本事業を実施する意義は理解できます。また、ハンドボールは競技人口が少ないため、学校の授

業の一環として本事業を実施することは競技人口の底辺の拡大に一定の効果があることと、誰で

も努力をすれば国内のトップレベルに近づくことができると考えますが、より一層の効果を高め

るためには、本事業に参加した児童が継続してハンドボールに関われる環境を整備する必要があ

り、そのためには、ハンドボールのゴール及びボールを事業を実施した学校に設置することや、

クラブチームにプロリーグで活躍した選手を講師として招き指導してもらうような工夫が必要

です。 

 

４ 

協働型 

「村山郷を中心に活躍した中世武士

団・村山党。いざ出陣」 通 過 実 施 
採択と 

すべき事業 
６位 

武士団・村山党の会 

理    由 

 本市の歴史に触れる機会が少ない中、村山郷を拠点とし活躍した中世武士団・村山党の甲冑
かっちゅう

作

りを通して本市の歴史に触れる機会を設ける事により、生まれ育った地域に対し愛着を深めるこ

とは地域のつながりを強める重要な要素であることと、将来展望も「村山党桜まつり」の開催と

あり、本市のＰＲ及びまちおこしが期待できますが、手作り甲冑
かっちゅう

教室の参加費用が１万円程度

と高額であるため、参加を躊躇
ちゅうちょ

されることも考えられることから、参加費が低額な子ども向け

の手作り甲冑
かっちゅう

教室を開催するなど、より多くの市民に参加してもらうための工夫が必要です。 

なお、本事業で作成した甲冑
かっちゅう

等の保管期間を設け、所有権は団体とすることを要望します。 

 

６ 

協働型 

高齢者の方への介護予防活動の効果の

検証 
通 過 実 施 

不採択と 

すべき事業 
 ― 

特定非営利活動法人介護予防リーダー

まるまる会 

理    由 

 介護予防は継続しなければ効果が維持できず、継続させるためには介護予防事業の参加者に対

し、事業の効果を具体的な数値で示すことは重要であると理解できます。また、本市で実施して

いる各介護予防事業の効果を検証し、検証結果をその後、市が事業に生かしていくことも必要で

はありますが、本制度を活用していただくには検証結果を生かした事業の企画や、市と協働し検

証結果を生かした事業を実施することを明確にすることが必要です。 

以上のことを踏まえ、本事業は効果の検証に重点を置き過ぎており、介護予防の目的が不明瞭

になっていることから、本制度の趣旨と相違がみられると判断します。 
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１ 

団体 

育成型 

ミニバスケットボールを通じた市内小

学生の健全な育成 通 過 実 施 
不採択と 

すべき事業 
 ― 

武蔵村山市ミニバスケットボール連盟 

理    由 

 正式な提案書及び企画書が第二次審査の際に提出され、しかも協働型事業から団体育成型事業

に変更されたことは、本制度の審査を受けるに当たって極めて準備不足であったと感じます。 

ミニバスケットボールを通じて子どもたちのコミュニケーション能力や技術等の向上及び団

体の指導力を向上させることは理解できますが、本制度を活用し、団体が活動資金の確保や企画

力等の面で成長していく展望が弱いと感じます。 
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６ 平成２５年度提案事業内容 
 

  提案団体から提出された事業提案企画書は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) ひろげよう！子育て支援の輪プロジェクト（仮）      ･･････１１ 

     提案団体：いつひよファミリ～ with 石田倫依 

 

 

(２) ちびっ子名人育成プロジェクト               ･･････２１ 

     提案団体：特定非営利活動法人むさしむらやま子ども劇場 

 

 

(３) 高齢者いきいき講座                          ･･････２４ 

     提案団体：特定非営利活動法人シニアメイトサービス 

 

 

(４) 小学生への花育と豊かな環境作り             ･･････２８ 

     提案団体：グラシオス プラント パートナー 

 

 

(５) ハンドボールトップアスリート等派遣指導事業            ･･････３１ 

     提案団体：武蔵村山市ハンドボール協会 

 

 

(６) 「村山郷を中心に活躍した中世武士団・村山党。いざ出陣」 ･･････３５ 

     提案団体： 武士団・村山党の会 

 

 

(７) 高齢者の方への介護予防活動の効果の検証         ･･････４０ 

     提案団体：特定非営利活動法人介護予防リーダーまるまる会 

 

 

(８) ミニバスケットボールを通じた市内小学生の健全な育成    ･･････４３ 

     提案団体：武蔵村山市ミニバスケットボール連盟   
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資料１ 

〇武蔵村山市市民協働推進会議要綱  

                                          平成 23 年 8 月 3 日訓令 (乙 )第 120 号 

改正 平成 24 年 3 月 27 日訓令 (乙 )第 21 号 

                   改正 平成 25 年 6 月 26 日訓令(乙)第 114 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱（平成 23 年武蔵村山市訓令（乙）第

119 号。以下「実施要綱」という。）第 15 条第３項の規定に基づき、武蔵村山市市民協働推進会

議（以下「推進会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 推進会議は、委員 10 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(１) 次に掲げるところにより市長が委嘱する者 

ア 識見を有する者 

イ 市民活動団体関係者 

ウ 社会福祉法人武蔵村山市社会福祉協議会の代表者又は職員 

エ 武蔵村山市商工会の代表者又は職員 

オ 公募による市民（武蔵村山市内に住所を有し、又は武蔵村山市内に通勤し、若しくは通学

する者をいう。） 

(２) 生活環境部長及び企画財務部財政担当部長の職にある者 

（座長等） 

第３条 推進会議に、座長及び副座長１人を置き、委員の互選により選任する。 

２ 座長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第４条 推進会議の会議は、座長が招集する。 

２ 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決するところに

よる。 

（任期） 

第５条 第２条第２項第１号の規定により市長が委嘱する委員の任期は、委嘱の日の属する年度の

翌々年度における実施要綱第13条第２項の規定による意見の具申をもって満了とする。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、生活環境部協働推進課において処理する。 
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（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、座長が推進会議に諮

って定める。 

 

資料２ 

 

○武蔵村山市市民協働推進会議委員名簿（敬称略）（平成23年11月16日委嘱、市職員は任命） 
 

氏   名 選  出  区  分 備   考 

渡 辺  龍 也 
会議要綱第 2条第 2項第 1号ア 

識見を有する者 
東京経済大学現代法学部教授 

奥 原  せ つ 子 
会議要綱第 2条第 2項第 1号ア 

識見を有する者 

武蔵村山 NPO ネットワーク 

（NPO 法人 くわの実） 

伊 東  理 年 
会議要綱第 2条第 2項第 1号イ 

市民活動団体関係者 
武蔵村山市中村第一自治会役員 

比 留 間  英 世 

会議要綱第 2条第 2項第 1号ウ 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会の代表

者又は職員 

(社)武蔵村山市社会福祉協議会

事務局長 

高 橋  茂 明 
会議要綱第 2条第 2項第 1号エ 

武蔵村山市商工会の代表者又は職員 
武蔵村山市商工会事務局長 

北 口  良 夫 
会議要綱第 2条第 2項第 1号オ 

公募による市民 
公募による市民 

本 間  由 美 子 
会議要綱第 2条第 2項第 1号オ 

公募による市民 
公募による市民 

山 田  行 雄 
会議要綱第 2条第 2項第 2号 

生活環境部長の職にある者 

生活環境部長（平成 25年 4 月 1

日から） 

比 留 間  毅 浩 
会議要綱第 2条第 2項第 2号 

企画財務部財政担当部長の職にある者 

企画財務部財政担当部長（平成

25 年 4 月 1 日から） 
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資料３ 

 

〇武蔵村山市協働事業提案制度における提案事業審査要領 

(平成２５年９月１２日市民協働推進会議決定) 

 

１ 趣 旨 

  この要領は、武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱(平成２３年武蔵村山市訓令(乙)第１１９号。

以下「実施要綱」という。)第５条の規定に基づく提案について、実施要綱第６条第２項の規定に

より市民協働推進会議(以下「推進会議」という。)が当該提案事業の採択の適否の審査をするに

際し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 審査委員 

審査委員は、推進会議の委員とする。 

３ 審査の通則 

  審査は、提案団体から提出された応募書類、応募書類に基づく提案団体からのプレゼンテーシ

ョン及びこれに伴う質疑の結果を踏まえ審査する。 

４ 審査の方法 

  審査は第一次審査及び第二次審査により行う。 

 ⑴ 第一次審査 

  ア 審査の通則 

    選考は、提案団体から提出された応募書類（以下「応募書類」という。）のうち、氏名、

住所、年齢、その他個人及び提案団体を特定する事項を秘匿した上で、応募書類について審

査する。 

  イ 審査基準及び方法 

    審査は、応募書類について審査委員が別表に掲げる審査基準(以下「審査基準」という。)

により５点満点で評価する。 

  ウ 第二次審査採択事業の選定 

    応募書類について各審査委員が評価した点数を集計し、合計点数が満点合計の５割以上の

事業を、第二次審査を実施する提案事業として選定する。 

    ただし、５割未満の事業であっても、審査委員の過半数が推薦する事業については、採択

すべき事業とすることができる。 

  エ 選定結果の通知 

    推進会議は、前項の規定による選定の結果について、提案団体に通知するものとする。 

 ⑵ 第二次審査 
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  ア 審査の通則 

    第一次審査により選定された提案事業について審査する。 

  イ 審査方法 

    市民協働推進会議において行う応募書類に基づく提案団体からの公開プレゼンテーショ

ン及びこれに伴う質疑応答によって行う。 

  ウ プレゼンテーションを行う者 

   (ｱ) プレゼンテーションを行う者は、書類選定事業の提案団体の代表者又はその関係者とす

る。 

(ｲ) 書類選定事業が複数の団体により共同して提案されたものであるときは、当該提案団体

の間で、前号によるプレゼンテーションを行う者を調整するものとする。 

エ プレゼンテーションの内容 

    プレゼンテーションは、実施要綱第５条第１項各号に掲げる書類の内容に関する説明を行

うものとし、第一次審査選定事業と関連性のないもの及び他の事業などに対する賛否を表明

することはできない。 

オ プレゼンテーションの方法等 

   (ｱ) プレゼンテーションは、事業ごとに行うものとする。 

(ｲ) プレゼンテーションごとに当該説明に対する審査委員の質疑を行うものとする。 

(ｳ) プレゼンテーションの順序は、原則として実施要綱第５条第１項の規定による提案の受

付順とする。 

   (ｴ) プレゼンテーションの時間は、一事業当たり２０分以内とする。 

(ｵ) プレゼンテーションの開催時には、実施要綱第５条第１項第１号から第４号までの事業

提案に係る書類及びプレゼンテーションを行う者が用意した資料を、傍聴のための来場者に

配布する。 

カ 審査基準 

    審査は、別表に掲げる審査基準により、審査委員が５点満点で評価する。 

キ 採択すべき事業 

前項審査基準により、各審査委員が評価した点数を集計し、各審査委員の合計点数が満点

合計の６割以上の事業とする。ただし、６割未満の事業であっても、審査委員の過半数が推

薦する事業については、採択すべき事業とすることができる。 

ク 審査結果  

(ｱ) 審査結果には、採択又は不採択についての理由を付するものとする。 

(ｲ) 採択に当たっての条件を付すことができるものとする。 

５ 委任 

前各項に定めるもののほか、武蔵村山市協働事業提案制度に基づく提案事業の審査につ 

いて必要な事項は、推進会議の座長が推進会議に諮って定める。 

６ その他 

武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の書類選考要領（平成２３年１１月１６日市民協働推

進会議決定）、市民協働推進会議における協働事業提案制度の公開プレゼンテーション実施要領

（平成２３年１１月１６日市民協働推進会議決定）、武蔵村山市協働事業提案制度の提案事業の



 

- 52 - 

 

審査要領（平成２３年１１月２９日市民協働推進会議決定）は、廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表） 

「◎」は協働型事業及び団体育成型事業の共通の審査基準とし、「◆」は協働型事業のみの審査基

準とします。 

 

審 査 項 目 審 査 基 準 配 点 基 準 

協 

働 

の 

必 

要 

性 

地域課題・社

会的課題 

【必要性】 

◎ 提案内容は、地域課題、社会的課題等の 

市民ニーズを捉えているか。 

充分に捉えている  ５点 

おおむね捉えている ４点 

普通である     ３点 

あまり捉えていない ２点 

全く捉えていない  １点 

課題解決の

手法・形態 

【協働の手法・形態】 

◎ 課題解決の手法は、妥当性、先駆性、独

創性等があるか。 

◆ 課題解決のために協働という手法が必

要とされているか。 

◎ 課題解決に向け、地域等との必要な連携

が図られているか。 

充分に備えている  ５点 

おおむね備えている ４点 

普通である     ３点 

あまり備えていない ２点 

全く備えていない  １点 

役割分担等 

【役割分担等の妥当性】 

◆ 提案団体と市との役割分担が明確かつ

妥当なものであるか。 

◎ 行政のノウハウの活用など、多様な役割

が引き出されているか。 

充分に妥当性がある ５点 

おおむね妥当性がある４点 

普通である     ３点 

あまり妥当性はない ２点 

全く妥当性はない  １点 

事業効果 

【相乗効果】 

◆ 提案団体と市が協働することにより事

業をより効果的（お互いを補完したり、お互

いの特性を発揮したりすることにより、効果

的な実施が可能となることなど）に行うこと

が期待できるか。 

充分に期待できる  ５点 

おおむね期待できる ４点 

普通である     ３点 

あまり期待できない ２点 

全く期待できない  １点 

【市民満足度】 充分に期待できる  ５点 
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◎ 市民の満足度が高まり、具体的な効果・

成果（質の高い又は多様なサービス等を受け

ることができることなど）が期待できるか。 

おおむね期待できる ４点 

普通である     ３点 

あまり期待できない ２点 

全く期待できない  １点 

事 

業 

の 

実 

現 

性 

 

 

 

 

事 

業 

の 

実 

現 

性 

企画力 

【団体の企画力】 

◎ 地域課題を効果的・効率的に解決する事

業企画となっているか。 

充分に感じられる  ５点 

おおむね感じられる ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

 

実現性 

【計画の実現性】 

◎ 計画どおりに実施が可能であるか。 

◎ 地域住民等の理解を得られているか。 

◎ 法的な問題等により実現が困難となっ

ていないか。 

充分に実現性がある ５点 

おおむね実現性がある４点 

普通である     ３点 

あまり実現性はない ２点 

全く実現性はない  １点 

実施能力 

【団体の実施能力】 

◎ 提案団体は、当該事業を実施する上での

専門的な知識や経験を有し、提案する事業が

実施可能であるか。 

充分に感じられる  ５点 

おおむね感じられる ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 

継続能力 

【団体の継続能力】 

◎ 提案した事業を継続するために、組織の

成長・自立を考えた中・長期的なスケジュー

ルとなっているか。 

◎ 計画を継続して実現するために自ら資

金や人材の確保に努めているか。 

充分に感じられる  ５点 

おおむね感じられる ４点 

普通である     ３点 

あまり感じられない ２点 

全く感じられない  １点 
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資料４ 

 

〇武蔵村山市協働事業提案制度実施要綱 

 

平成 23 年 8 月 3 日訓令 (乙 )第 119 号 

改正 平成 24 年 3 月 27 日訓令 (乙 )第 21 号 

改正 平成 25 年 6 月 14 日訓令 (乙 )第 107 号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市民活動団体から提案のあった協働事業の実施に関し必要な手続等を定める

ことにより、市政への市民参加を促進するとともに、市民による地域の課題、社会的課題等の解

決につなげ、もって暮らしやすい地域社会の形成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「市民活動団体」とは、特定非営利活動法人、ボランティア団体、自治

会その他の自主的に社会貢献活動（当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限る。）

を行う団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

(１) 武蔵村山市内を主な活動範囲としていること。 

(２) 運営及び会計処理（予算及び決算を含む。）が引き続き１年以上適切に行われていること。 

(３) 定款、規約、会則等を有し、かつ、会員名簿を備えていること。 

(４) ５人以上の者で組織されていること。 

(５) 次のいずれにも該当しない団体であること。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも   

の 

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第３条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を
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推薦し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの 

エ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。） 

オ 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団

の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にあるもの 

カ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条

及び第８条に規定する処分を受けているもの又はその構成員の統制の下にあるもの 

２ この要綱において「協働事業」とは、協働型事業及び団体育成型事業であって、この要綱に定

めるところにより武蔵村山市（以下「市」という。）から補助金の交付を受けて行うものをいう。 

３ この要綱において「協働型事業」とは、市民活動団体がその専門性、柔軟性等をいかして実施

する公益性の高い事業であって、当該事業の目的を市と共有するとともに、市との役割分担、経

費負担等について、企画立案、事業の実施及び事業終了後の評価まで一貫して市と連携を図るも

のをいう。 

４ この要綱において「団体育成型事業」とは、協働型事業の実施を目指す市民活動団体の企画力

及び事業遂行能力の向上に資する公益性の高い事業であって、市民活動団体が単独で企画し、及

び実施するものをいう。 

（協働事業の提案） 

第３条 市民活動団体は、市長に対して、協働事業の実施について提案することができる。ただし、

一の年度（４月１日から翌年の３月 31 日までをいう。以下同じ。）において二以上の協働事業を

実施することとなる提案をすることはできない。 

２ 協働事業の実施についての提案は、市長が行う公募に応じて行わなければならない。 

３ 協働事業としてその実施について提案することができる事業は、第１号から第３号まで（当該

事業が単年度で完結する事業であるときは、第１号から第４号まで）のいずれにも該当する事業

であって、かつ、第５号から第８号までのいずれかに該当するものとする。この場合において、

当該協働事業が複数の年度にわたり実施するものであるときは、前項の公募の対象となる年度に

係るものとして提案しなければならない。 

(１) 地域の課題又は社会的課題の解決につながる事業 

(２) 市民のニーズに柔軟に対応し、具体的な成果が期待できる事業 

(３) 人員計画、実施予定及び予算の積算が適正である事業 

(４） 継続して複数回実施することが見込める事業 

(５) 市民の地域活動への参画が促進される事業 

(６) 市と協働して実施することにより、市及び市民活動団体双方の事業の推進に相乗効果が期

待できる事業 

(７) 市民活動団体の基盤強化や人材育成につながる事業 

(８) 協働の目的意識や役割分担等が明確で協働のまちづくりにつながる事業 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、同項の規定による提案の対

象としない。 

(１) 現に協働事業として三の年度にわたって実施された事業と同一と認められる事業（同一の

市民活動団体が実施したものに限る。） 
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(２) 営利のみを目的とした事業 

(３) 特定の個人や市民活動団体のみが利益を受ける事業 

(４) 学術的な研究のみを目的とした事業 

(５) 調査のみを目的とした事業 

(６) 武蔵村山市内の特定の地域住民だけによる事業 

(７) 交流又は親睦のみを目的とした事業 

(８) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

(９) 公の秩序又は善良の風俗に反する事業 

（事業の公募） 

第４条 市長は、協働事業の実施についての提案を募集しようとするときは、あらかじめ、公募の

期間、選考審査の基準その他公募に必要な事項を規定した募集要項（以下単に「募集要項」とい

う。）を定め、これを公表しなければならない。 

（提案の手続） 

第５条 協働事業の実施についての提案は、募集要項に定める期日までに、次に掲げる書類を市長

に提出してしなければならない。 

(１) 協働事業提案制度提案書（第１号様式） 

(２) 協働事業提案制度企画書（第２号様式） 

(３) 協働事業提案制度収支予算書（第３号様式） 

(４) 提案団体概要書（第４号様式） 

(５) 前各号に掲げるもののほか、募集要項に定める書類 

２ 前項の規定により提案をしようとする協働事業が協働型事業であるときは、当該提案をしよう

とする市民活動団体は、当該協働型事業を実施する上での課題等について、募集要項に定める期

日までに、当該協働型事業についての市の担当課（以下「担当課」という。）に事前調整を申し

出なければならない。 

３ 担当課は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なくこれに応ずるものとし、市民活動

団体及び担当課は、当該事前調整において、対等な立場で協議し、協働事業を実施する上での課

題等の解決を図るよう努めるとともに、生活環境部協働推進課長にその経過を報告するものとす

る。 

４ 生活環境部協働推進課長は、前項の規定による協議の進行について必要な支援を行うものとす

る。 

（採択の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による提案があったときは、第 15 条第１項の規定により置く武蔵村

山市市民協働推進会議（同項を除き、以下「推進会議」という。）の意見を聴いた上で、当該提

案に係る協働事業を採択するかどうかを決定するものとする。 

２ 推進会議は、前項の規定による求めがあったときは、前条第１項の規定により提出された書類

の審査及び次項の規定による説明の聴取の結果を踏まえ、当該提案に係る協働事業の採択の適否

について、市長に報告するものとする。 

３ 推進会議は、前条の規定による提案をした団体（以下「提案団体」という。）の代表者、その

関係者又は担当課の職員を会議に出席させて、説明を聴取することができる。この場合において、
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当該説明の聴取及びこれに伴う質疑は、原則として公開するものとする。 

（決定の通知） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による決定をしたときは、協働事業採択（不採択）通知書（第

５号様式）により、提案団体に通知するものとする。 

（決定の取消し） 

第８条 市長は、提案団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第６条第１項の規定

による採択の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。 

(２) 市民活動団体に該当しなくなったとき。 

(３) その他協働事業を実施する団体（以下「実施団体」という。）として市長が適当でないと

認めたとき。 

（事業の実施時期） 

第９条 実施団体は、第６条の規定により採択することに決定された協働事業の実施に関し市にお

いて新たに予算措置を講ずる必要がある場合においては、市が必要な予算措置を講じた後でなけ

れば、当該協働事業を実施してはならない。 

（予算措置） 

第 10 条 協働事業の実施に関し必要な予算は、当該協働事業が協働型事業であるときは当該協働

事業の担当課が、当該協働事業が団体育成型事業であるときは生活環境部協働推進課が、それぞ

れ計上するものとする。 

（補助金の交付） 

第 11 条 市長は、別に定めるところにより、実施団体に対し、当該協働事業の実施に関する経費

の補助として、次の各号に掲げる協働事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度として、補

助金を交付するものとする。 

(１) 協働型事業 1,000,000 円 

(２) 団体育成型事業 300,000 円 

（事業報告） 

第 12 条 実施団体は、当該年度における協働事業の実施が終了したときは、遅滞なく、協働事業

提案制度事業結果報告書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による報告があったときは、推進会議に事業報告会の開催を求めるものと

する。 

３ 推進会議は、前項の規定による求めがあったときは、公開による事業報告会を開催しなければ

ならない。 

４ 推進会議は、前項の事業報告会を開催する場合において必要があるときは、実施団体の代表者、

その関係者又は担当課の職員を会議に出席させて説明を求めることができる。 

（事業の評価） 

第 13 条 市長は、前条の規定による報告及び事業報告会が終了したときは、当該報告及び事業報

告会における参加者の意見を踏まえ、当該報告に係る協働事業の評価を行うものとする。 

２ 市長は、前項の評価を行うに当たっては、あらかじめ推進会議の意見を聴くものとする。 

３ 推進会議は、前項の規定による求めがあった場合において必要があるときは、実施団体の代表



 

- 58 - 

 

者、その関係者又は担当課の職員を会議に出席させて、説明を求めることができる。 

４ 市長は、第１項の規定により評価を行ったときは、協働事業評価書（第７号様式）を実施団体

に交付するものとする。 

（公表） 

第 14 条 市長は、毎年度、前年度に実施された実施事業の内容及び実施状況、前条の規定による

評価の結果等を公表するものとする。 

（推進会議の設置） 

第 15 条 第６条第１項、第 12 条第２項及び第 13 条第２項の規定による求めに応じて協議する機

関として、武蔵村山市市民協働推進会議を置く。 

２ 前項に規定するもののほか、推進会議は、市長の求めに応じ市民協働の推進に関し必要な事項

を協議して、その結果を市長に報告するものとする。 

３ この要綱に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

（委任） 

第 16 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱の廃止） 

武蔵村山市市民協働推進会議設置要綱（平成 21 年武蔵村山市訓令（乙）第 91 号）は、廃止する。 

附 則（平成 24年３月 27 日訓令（乙）第 21号） 

この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

  附 則（平成 25 年３月 15 日訓令（乙）第７号） 

この要綱は、平成 25 年３月 15 日から施行する。 

  附 則（平成 25 年６月 14 日訓令（乙）第 107 号） 

この要綱は、平成 25 年６月 14 日から施行する。 
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平成２５年１１月 

武蔵村山市市民協働推進会議 




